
 

平成２５年度当初予算 施策別取組概要 
 

 
                   11101 新たな防災・減災対策の計画的な推進 

（防災対策部） 

（主担当部局：防災対策部）      11102  災害対応力の充実・強化       （防災対策部） 
                   11103  「協創」による地域防災力の向上  （防災対策部） 

                   11104  迅速な対応に向けた防災情報の共有化 

（防災対策部） 
11105 災害医療体制の整備       （健康福祉部） 

11106 安全な建築物の確保       （県土整備部） 

11107 緊急輸送ルートの整備      （県土整備部） 
11108 消防力向上への支援       （防災対策部） 

11109 高圧ガス等の保安の確保     （防災対策部） 

 
 

 東日本大震災で明らかとなった課題や問題点をふまえた防災計画が策定されるとともに、「自助」

「共助」「公助」による防災・減災対策が行われ、災害を最小限に抑える体制づくりが進んでいます。
また、防災教育が充実し、人材が育成され、県民の皆さんの自主的な防災活動が進み、地域の災害対

応力が強化されています。 

 
 

 

 

 ※各指標のＨ23 年度数値は現状値 

 

目標項目の説明 
過去１年間に地域・職場での防災活動に参加したことがある県民の割合 

 

 

目標項目  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

目標値 － 43.0% 45.0%  50.0% 率先して防災活動に参加する県

民の割合 実績値 39.5%     

目標項目  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

目標値 － － 20%  100% 新地震対策行動計画（仮称）の進

捗率 実績値 －     

目標値 － ６回 ６回  ８回 県・市町・防災関係機関等が連携

して実施する防災訓練の回数 実績値 ５回     

目標値 － 29.0% 36.0%  50.0% 自主防災組織の実践的な訓練実

施率 実績値 23.1%     

目標値 － 40,000人 42,000人  50,000人 県防災情報メール配信サービス

の登録者数 実績値 36,000人     

１１１ 防災・減災対策の推進 

平成 27年度末での到達目標 

施策の数値目標 

県民指標 

活動指標 



 

 

※各指標のＨ23 年度数値は現状値 
 

 
 

【新たな防災・減災対策の計画的な推進】 

・ 「三重県緊急地震対策行動計画」の取組状況をとりまとめ、進捗状況を検証した結果、着実に取

組が進んでいます。 

・ 「三重県新地震対策行動計画（仮称）」については、県防災会議の部会として、学識経験者や市

町、防災関係者等で構成される「防災・減災対策検討会議」を設置し、基本的な方向性について

議論するとともに、ワーキンググループを設置し、具体的な計画策定作業を進めています。 

・ 国の被害想定の公表が当初予定よりずれ込んだことは、地震被害想定調査の実施等にも影響を及

ぼしていますが、県においては、国の検討結果を待つのではなく、同時並行して「新地震対策行

動計画（仮称）」の策定を進めていく必要があります。 

・ 「三重県緊急地震対策行動計画」の目標を達成するため、市町が緊急的及び集中的に実施する避

難対策事業を重点的に支援していますが、県の新たな被害想定の結果によっては、市町の事業に

追加や変更又は延長が生じる可能性があります。 

【災害対応力の充実・強化】 

・ 市町や防災関係機関との連携を進めるとともに、市町の広域支援体制の枠組の整備を進めていま
す。また、全国知事会等で協議が進められている都道府県相互の広域応援体制の見直しの結果を
ふまえ、広域的な連携のあり方を検討していく必要があります。 

・ 東日本大震災や紀伊半島大水害で明らかになった課題等を検証し、既存の広域防災拠点の機能や
資機材整備のあり方等を見直すとともに、北勢拠点の整備について検討を進めています。 

・ 災害対策本部組織については、図上訓練等を通じて組織の整備、機能の充実を図り、災害対応力
の向上に努める必要があります。また、東日本大震災及び紀伊半島大水害の教訓をふまえ、新し
い津波浸水予測等を反映した図上訓練、実動訓練に取り組んでいます。 

【「協創」による地域防災力の向上】 

・ 防災啓発に関して、従前の知識習得型の番組から視聴することで行動意欲を促進するような番組
への見直しを行うとともに、防災意識をさらに高めるための取組を進めています。 

・ 平成 24 年８月 17 日に民間団体と「災害用物資（白い小箱）を活用した防災活動に関する協定」
を締結し、これに基づく防災啓発活動（キャラバン）を今秋に県内全域で実施する予定です。 

 

目標項目  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

目標値 － 71.4% 77.1%  82.9% 
災害拠点病院等の耐震化率 

実績値 62.9%     

目標値 － 84.5% 86.4%  90.0% 
耐震基準を満たした住宅の割合 

実績値 82.2%     

目標値 － 91.2% 91.2%  94.5% 緊急輸送道路に指定されている

県管理道路の改良率 実績値 91.2%     

目標値 － 83.3% 83.5%  84.0% 
消防設備等の充足率 

実績値 82.8%     

目標値 － 100.0% 100.0%  100.0% 高圧ガス等施設における事故発

生防止率 実績値 99.6%     

進捗状況（現状と課題） 



 

 
・ 東日本大震災等の過去の災害を教訓に、避難所運営マニュアル策定指針の改訂に向けて、検討委

員会を設置し、ヒアリング調査等を経て、男女共同参画の視点、災害時要援護者への対応を充実

させるための検討を行っています。 

・ 津波避難にかかる三重県モデル事業の対象地域を選定し、地域住民、学校等とともに、ワークシ

ョップや避難訓練の実施・検証を行うなどして、住民一人ひとりの津波避難計画（三重県モデル）

の策定を進めています。 

・ 地域の防災人材の育成については、みえ防災コーディネーターや自主防災組織リーダーの研修を

実施するほか、女性や小中高校生を対象とした事業を計画しています。今後、防災人材の効果的

な活用方法も検討していく必要があります。 

【迅速な対応に向けた防災情報の共有化】 

・ 東日本大震災と同等規模の地震を想定した場合、衛星系防災行政無線設備の一部が津波による浸

水被害を受けて使用できなくなる恐れがあるため、現在行っている衛星系防災行政無線の更新内

容を一部見直し、津波などの被害を受けないよう対策を進めます。 

・ 紀伊半島大水害等をふまえ、県民の早期避難行動を促すため、「防災みえ.jp」の防災情報メール

配信サービスに、県管理河川の水位情報を追加し、平成 24 年５月から配信を開始しました。また、

「防災みえ.jp」ホームページで公開する「避難準備情報、避難勧告、避難指示」及び避難所の開

設状況を県民へわかりやすく提供するため、県全体で一覧把握できるように改良しました。 

【災害医療体制の整備】 

・ 災害時に地域の医療を守るためには、その対応にあたる医師・看護師等の医療従事者が災害医療

に関する研修を受け、その対応を訓練しておくことが重要であることから、医師・看護師を中心

に、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）実動訓練や災害看護研修などを行っていますが、引き続き、

災害時の対応力の向上を図る必要があります。 

・ 大規模災害時に地域の医療提供の拠点となる災害拠点病院および二次救急医療機関の耐震化を

進めており、平成 23 年度に引き続き、３病院の耐震化に補助を行い、新たに１病院に補助を行

っています。 

・ 東日本大震災における医療救護班の活動や紀伊半島大水害の対応等をふまえて、課題を整理し、

県内で災害が起こった時の対応をスムーズに行うため、「三重県災害医療対応マニュアル」の見

直しを進めています。 

・ 災害時要援護者の避難を目的とした福祉避難所については、未確保の市町へ働きかけ、確保に向

けた取組を促進しており、福祉避難所を確保している市町は、平成 24 年度に２市町増加し、合わ

せて 18 市町となりました。 

【安全な建築物の確保】 

・ 県民の皆さんの耐震化意識の高まりに加え、平成 23年度に支援制度を拡充した効果もあり、木造

住宅の耐震化補助への申込については、当初見込みを上回るペースで推移しています。 

【緊急輸送ルートの整備】 

・ 緊急輸送道路（橋梁耐震対策、法面対策を含む）の整備や道路啓開マップの作成、国・市町・建

設企業との連携による訓練の実施など災害発生時に迅速な道路啓開を行うことができる態勢整備

等の取組を進めています。 

【消防力向上への支援】 

・ 消防の広域化を推進するためには、各ブロックの取組状況に応じた支援が引き続き必要です。 
・ 消防救急無線のデジタル化について、共通波の県域一体整備を進めています。（平成 24 年度～平

成 26 年度） 



 

・ 県内消防団員は、平成 24 年４月１日現在で 13,989 人であり、昨年度より 25 人増加しましたが、

依然として県内 29 団中 23 団が条例定数を下回っており、団員確保に向けた取組を継続していく

ことが必要です。 

【高圧ガス等の保安の確保】 

・ 石油コンビナートにおける地震対策・津波対策の課題等について、昨年度実施したアンケート調

査や事業者との懇談会をふまえ、特に津波対策に係る部分について、「石油コンビナート等防災

計画」を修正しました。引き続き、事業者との協議を継続しながら、対策の推進を図っていく必

要があります。 

・ 高圧ガスや火薬類等に係る事故防止については、平成 24 年度上半期で、高圧ガス関係で 10 件、

火薬類関係で１件の事故が発生していることから、引き続き厳格な保安検査や立入検査を実施す

るとともに、コンプライアンス研修等を実施し、一層の事故防止を図っていく必要があります。 

 

 
 

 
【新たな防災・減災対策の計画的な推進】 

・ 「三重県地域防災計画（地震・津波対策編）」の見直し、「三重県新地震対策行動計画（仮称）」

の策定を完了させ、新たな防災・減災対策を推進していきます。 

・ 今後、国において、「地震対策大綱」（予防から応急、復旧・復興までの対策のマスタープラン）、

「応急対策活動要領」（地震発生時の各機関が取るべき行動内容）等が示されることとなってお

り、これらを受けて、「三重県東海・東南海・南海地震災害対策活動計画」（災害対策本部等が実

施する重要な活動手順）についても改訂を行います。 

・ 紀伊半島大水害の課題等をふまえ、風水害対策についても検討を進め、本県の防災・減災対策を

総合的なものとしていくため、「地域防災計画（風水害等対策編）」の見直しを行います。 

・ 「新地震対策行動計画（仮称）」に基づく市町の新たな減災計画による取組を支援していきます。

また、風水害による被害軽減のための避難にかかる市町の取組支援を検討します。 

【災害対応力の充実・強化】 

・ 広域防災拠点については、北勢拠点の整備に向けた取組を進めていきます。 

・ 図上訓練や実動訓練等さまざまな訓練を実施し、災害対策本部体制、地域防災計画などの検証を

行うとともに、災害対応力の充実・強化を図ります。 

【「協創」による地域防災力の向上】 

・ 県民の防災意識の向上を図るため、「防災の日常化、生活習慣化」を意図したメディアを活用し

た啓発や市町と協働したセミナー等を実施します。 

・ 「小さな費用で大きな効果」をめざし、各家庭や地域において防災意識の向上・定着を図る取組

として、災害用物資（白い小箱）を活用した啓発活動を県内全域で実施します。 

・ 避難体制の整備に向け、津波避難にかかる三重県モデル事業をもとに、津波避難計画の沿岸地域

への普及に取り組むとともに、避難所運営マニュアル策定指針を活用して、市町の避難所運営マ

ニュアルの作成が促進されるよう必要な支援を行います。 

・ みえ防災コーディネーター、自主防災組織リーダー等の防災人材の育成・活用に関して、新たな

仕組みを検討します。 

【迅速な対応に向けた防災情報の共有化】 

・ 県防災行政無線の設備（地上系及び衛星系等）を正常な状態に維持管理するとともに、更なる安
全確保のため衛星系防災行政無線の更新工事を実施します。（平成 22 年度～平成 25 年度） 

防災対策部 

平成 25 年度の取組方向 



 

・ 引き続き、災害時の情報収集・情報共有や県民へのわかりやすい情報提供の方法など、東日本大

震災、紀伊半島大水害で明らかになった課題の解決に取り組みます。 

【消防力向上への支援】 

・ 「三重県消防広域化推進計画」に基づき消防の広域化を推進するため、各ブロックの取組状況に
応じて支援を実施します。 

・ 消防救急無線のデジタル化について、共通波の県域一体整備を引き続き実施します。 

・ 三重県消防協会と協力し、消防団員の確保のため「消防団員確保キャンペーン」等に取り組んで

いきます。 

【高圧ガス等の保安の確保】 

・ 石油コンビナートにおける防災対策を推進するため、新しく石油コンビナート防災アセスメント

を実施し、評価結果に基づき、「石油コンビナート等防災計画」の見直しを検討します。 

・ 高圧ガスや火薬類等を取り扱う事業所に対し、法令遵守を徹底し事故防止を図るため、保安検査

や立入検査を実施するとともに、コンプライアンス研修等を実施します。 

 
 
【災害医療体制の整備】 

・ 災害医療体制の整備に向け、医療関係機関との連携を図りながら、引き続き、医師･看護師等に研

修を行い、災害医療体制を支える人材育成を進めます。 

・ 災害拠点病院等の耐震化については、引き続き、計画的に進めるとともに、見直し後の「三重県

災害医療対応マニュアル」に基づいて訓練を行い、マニュアルの実効性等の確認を行います。 

・ 災害時要援護者の避難体制が確立されるよう、引き続き市町に対し福祉避難所の確保に向けた働

きかけを行うとともに、福祉避難所や社会福祉施設の相互協力などの広域的な調整に取り組みま

す。 

 
 
【安全な建築物の確保】 
・ 耐震化需要の高まりに対応することにより、建物被害の軽減、さらには、まちの安全性の向上に

向けて、より一層木造住宅の耐震化を促進していきます。 
【緊急輸送ルートの整備】 
・ 緊急輸送道路の重点的かつ効率的な整備を進めるとともに、道路啓開を迅速に展開できる態勢整

備として、必要な資材を備蓄する基地の整備、リダンダンシーの確保が困難な箇所について道路

構造の強化に取り組みます。 
 

 

 
 

 
●地域減災対策推進事業【基本事業名：11101 新たな防災・減災対策の計画的な推進】 

   予算額：(24) ３００，０００千円 → (25)  ３７５，３００千円 

   事業概要：南海トラフを震源とする巨大地震、内陸活断層による地震や、台風等の風水害から

県民の皆さんの命を守るため、市町が実施する避難対策、強震動対策、孤立化防止

対策等の減災対策を支援します。 

  

主な事業 

防災対策部 

健康福祉部 

県土整備部 



 

●緊急避難体制整備事業【基本事業名：11101 新たな防災・減災対策の計画的な推進】 

   予算額：(24) ８，７５２千円 → (25)  ３，１８６千円 

   事業概要：避難所運営マニュアル策定指針や津波避難に関する三重県モデルを活用した市町及

び地域の取組が促進されるよう支援します。 

 

●新たな防災・減災対策推進事業【基本事業名：11101 新たな防災・減災対策の計画的な推進】 

   予算額：(24) １７８，７７７千円 → (25)  ２９，９７１千円 
   事業概要：安全・安心で災害に強い三重づくりに取り組むための共通指針とするため、見直し

中の三重県地域防災計画（地震・津波対策編）や三重県新地震対策行動計画（仮称）
を県民、事業者、地域、関係機関へ周知します。また、紀伊半島大水害での課題を
ふまえ、三重県地域防災計画（風水害等対策編）等の見直しを進めます。 

 
●広域防災拠点施設整備事業【基本事業名：11102 災害対応力の充実・強化】 

   予算額：(24) １８，１６４千円 → (25)  ３８，００３千円 

   事業概要：大規模災害発生時の県内への広域的な支援・受援体制の拠点として、北勢広域防災

拠点を整備するため、整備に必要な測量・調査・設計を実施します。 

 
●防災関連人材活動強化事業【基本事業名：11103 「協創」による地域防災力の向上】 

   予算額：(24) ２４，８６７千円 → (25)  １６，８３６千円 

   事業概要：災害に強い地域づくりを進めるため、女性を中心とした防災人材の育成に緊急に取

り組み、男女共同参画の視点に配慮した防災・減災対策の推進や災害時要援護者を

支援する体制整備を進めます。 

 
●防災行政無線整備事業【基本事業名：11104 迅速な対応に向けた防災情報の共有化】 

   予算額：(24) １，０５４，５４６千円 → (25)  ２８１，８１４千円 

   事業概要：災害発生時に防災関係機関等と防災情報を共有化し、迅速な対応が行えるよう、設

置後１５年以上を経過し故障が頻発している衛星系防災行政無線の更新を行います。

また、新たに災害拠点病院に指定された松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院に

防災行政無線を配備するため設計業務に着手します。 

 
●消防広域化等推進事業【基本事業名：11108 消防力向上への支援】 

   予算額：(24) １０，６１６千円 → (25)  ２，８８８千円 

   事業概要：県内の消防力向上を促進するため、消防広域化に取り組んでいる関係消防本部に対

し引き続き支援を行うとともに、他の消防本部についても広域化に向け情報提供等

を行います。また、国の動向をふまえて、県の「消防広域化推進計画」の見直しを

検討します。 

 
●消防救急デジタル無線整備事業【基本事業名：11108 消防力向上への支援】 

   予算額：(24)   － 千円 → (25)  １，２６４，６８１千円 

   事業概要：県消防救急無線は、電波法の改正により平成 28 年５月 31 日までにデジタル化する

ことが求められ、また、デジタル化にあたって総務省消防庁からは無線の広域化、

無線の共同化の実現を求められています。このことから、市長会、町村会からの要

望を受け、技術的支援や広域的支援の観点から、全県域を１ブロックとして共同整

備・共同利用に係る建設工事の発注及び施工管理業務を受託し、実施していきます。 



 

●高圧ガス指導事業【基本事業名：11109 高圧ガス等の保安の確保】 

   予算額：(24) ２３，３４５千円 → (25)  ２３，５９２千円 

   事業概要：高圧ガス製造事業所等における適正な保安の確保を行うため、許認可審査、保安検

査等を実施します。 

 

●（新）コンビナート防災対策推進事業【基本事業名：11109 高圧ガス等の保安の確保】 

   予算額：(24)  － 千円 → (25)  １４，６１２千円 

   事業概要：「石油コンビナート等防災計画」の見直しについて検討するため、石油コンビナー

ト防災アセスメント(被害想定)を実施します。 

 
 

●医療施設耐震化整備事業【基本事業名：11105 災害医療体制の整備】 

   予算額：(24) ８０３，０３７千円 → (25)  ２１３，７１６千円 

   事業概要：大規模地震等の災害時に重要な役割を果たす災害拠点病院等の医療施設の耐震整備

を行い、地震発生時における適切な医療提供体制の維持を図ります。 

 

●災害医療体制強化推進事業【基本事業名：11105 災害医療体制の整備】 

   予算額：(24) ９６，４８８千円 → (25)  １１１，７２７千円 

   事業概要：大規模災害発生時の医療提供体制の充実強化を図るため、災害時に適切に対応でき

る医療従事者の育成、災害時に医療活動の拠点となる災害拠点病院等の取組支援、

地域の関係機関が連携した災害医療体制の構築等に取り組みます。 

 

●（一部新）災害医療救助対策事業（福祉避難所設置緊急促進事業分） 

【基本事業名：11105 災害医療体制の整備】 

  予算額：(24)  － 千円 → (25)  ３０，０００千円 

  事業概要：市町による福祉避難所の指定等を促進するため、国の補助事業を活用し、物資購

入経費等に対する支援を行います。 

 
 

●道路啓開対策事業【基本事業名：11102  災害対応力の充実・強化】 

   予算額：(24)  ３８０，０００千円 → (25)  ５３０，０００千円 
   事業概要：大規模地震・津波が発生した際に孤立が懸念される熊野灘沿岸地域において、道路

啓開（緊急車両等が通れるように、がれきなどを処理し、段差を修正するなど、救
援ルートとして最優先で確保すること）を迅速に展開できる態勢の整備を進めます。 

 

●待ったなし！耐震化プロジェクト【基本事業名：11106  安全な建築物の確保】 

   予算額：(24)  ２１８，１２５千円 → (25)  ３１３，７６３千円 
   事業概要：地震による被害を軽減させるため、木造住宅の耐震診断、耐震補強等を支援し、住

まいやまちの安全性を高めます。 

  

●緊急輸送道路整備事業【基本事業名：11107  緊急輸送ルートの整備】 

   予算額：(24)  ３，１２３，７９９千円 → (25)  ２，４４８，１９９千円 
   事業概要：災害時に人員や物資などの交通（輸送）が確保されるよう、緊急輸送道路に指定さ

れている県管理道路の整備を進めます。 

健康福祉部 

県土整備部 


